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震災相談に必要な支援制度の知識
-なぜ支援制度の情報提供なのか-

↑ 「ひさぽ」でインターネット検索してブックマークを！

１月２８日（日） 関東弁護士会連合会 能登半島地震 相談対応研修 第２部



能登半島地震の被害状況 （石川県の例）

写真提供：震災がつなぐ全国ネットワーク 松山文紀さん（石川県珠洲市）

・死者 ２３６名
・安否不明 １９名
・避難者 1万４４６７名

※在宅避難者・車中泊などは含まず

・住宅被害 ４万３３６９棟
・停電 約４１00戸
・断水 約4万３１９０戸

上記は石川県の数字
石川県発表による（R6.1.2７ １４時時点）
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弁護士が

法律相談だけじゃなく

〈困りごと〉 を広く聞き

〈情報提供支援〉 をする意味と理由

写真提供：玉木優吾さん（石川県穴水町の避難所）



被 災 当面の住まい問題

修理？

建替え？

引越し？

再建方法の悩み 再建の完了

再建の為の

お金の不安

生活・健康面
の不安

情報がな
い不安

相談相手が
いない不安

被 災 者 の 不 安

保健師さんなどプロによ
るサポートがされやすい これまで十分には対応されてこなかった
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発災後の流れと被災者の不安



【統計】 令和４年台風１５号での士業相談ブースの相談内容・助言内容

〇 弁護士が 〈法律相談〉  だけを扱う専門家ではなく
〇 〈住まい・生活の再建の悩み〉   も聞いてくれて、
〇 〈自分が使えそうな支援制度〉  も教えてくれる存在だと
〇 〈被災者〉〈自治体の職員〉〈NPO団体〉〈地域〉 のみんなが知れば
〇 被災地での弁護士相談ブースを訪れる人は、何倍、何十倍にもなります

↓ そういう意味では、金沢弁護士会さんが瓦版と電話相談チラシ
などをセットで避難所等に配っていただいているのは、とっても
効果があると思います（私見）

弁護士などの助言の大半
は〈法律問題〉ではなく
〈公的支援制度〉だった

弁護士など専門家ブースに
寄せられた困りごとの

大半は、〈狭義の法律問題〉
ではなく、〈再建や住まい〉

のことだった
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支援情報瓦版 １段目
ココ
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より詳しくは
〈住まいの再建ロードマップ〉 を活用

直接DLサイト
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支援情報瓦版 ２段目

〈り災証明の判定変更の助言に関する能登半島地震のポイント〉

〇 液状化の被害が適正に判定されているか（特殊な判定方法です）
〇 地震による損壊被害 準半壊（１０～１９点）の判定をされた方を半壊（２０点～２９点）に上げてあげたい

公費解体が使えるようになる。解体したら最大３００万円支援金がもらえる！雑損控除の割合が激増！

ココ
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被災者支援カード（うら） 使い方

和歌山県海南市での弁護士相談ブース

A3印刷 （ラミネート加工も）

で現地ブースや電話相談の
机においておき、この表を
相談者さんと一緒にみながら
説明すると話しやすいです

はじめて罹災証明書を知る被
災者の方でも理解しやすい
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被災者支援カード（おもて） 使い方

A４印刷 （でも全然OKです）

さきほどの支援カード（裏）の
横においておき、支援制度の
具体的内容を説明したいときに。

これも、暗記でなく、一緒に
みながら読み上げる形で
OKです！

直接DLサイト
(おもて・うら)
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支援カード 解説パネル 使い方

A４印刷 （で全然OKです）

被災者支援カード（おもて）の
９つの支援制度を、もう少し
だけ詳しく説明したパネル
です。

より詳しくご説明する必要が
あるときは、使ってください。
（これ以上の知識は不要です！）

直接DLサイト
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支援情報瓦版 ３段目

ココ

それぞれの制度の詳細は
さきほどの支援カードの

解説パネルを横に
おいてみれば十分です
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生活再建カード 貼付けパターン集

熱海土石流災害の弁護士相談ブース

A４印刷 （で全然OKです）

もう少し生活再建のフェーズが
すすむと、解体か修理か、
現地再建か転居か、公営住宅に
入るか、いろんな悩みが・・・。

コタツで蜜柑をむきながら
お話するように、カードを切りな
がら、被災者さんが使えるカード
を貼って差し上げると
とっても喜ばれます。

り災証明と住まい再建方法の組み合わせの
ほぼ全パターン作ってます

＝ 知識ゼロでもパターン集どおりに貼ればOK！
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被災者支援チャットボット 〈ひちゃぼ〉
（東京海上グループと共同開発） ※試験運用中

〈お願い〉
恐れ入りますが、被災者支援チャットボットに関する
東京海上日動や代理店等へのお問合せはご遠慮願います

これがあれば
知識なんてなくても
自分が使える支援
制度のめぼしが
つけられる！

５つほどの
質問に答える

だけで

使える可能性の
ある支援制度を
教えてもらえる
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支援情報瓦版 ４段目

公費解体も
使えなくなる！

半壊や敷地被害
で解体するとき
の「やむを得ず」
は緩やか！

不動産評価の６割
まで借りられる
とイメージして
ください！
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まとめ ひさぽツールの使い方
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・家の修理費用
・家財の損害額
（金額の推定規定あり）

↑次ページ

・お墓の修理費用など

災害による損害 もらえた保険金から をひく

この金額が、その年の所得の１０パーセントを超えていたら、
その超えた分、所得を控除してもらえる（＝所得税、住民税が減る）

※半壊以下の人にも伝えると喜ばれる！ ※医療費控除の制度と仕組みは同じ！
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家財損害の雑損控除は奇跡の制度！



「国税庁 雑損控除」で検索

この家財の損害額推
定規定が非常に大
きい
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家財の損害額は推定してもらえる！



損害額に掛け合わせる「被害割合」
については、
①罹災証明の判定（半壊など）と、
②浸水の程度
を合計してよいことになっている。

（被害割合の計算の例）
たとえば、２階建ての家が、土砂を伴う
床上２０ｃｍの浸水をして、半壊の罹災証明書
をもらった場合

半壊の場合の家財の被害割合 左の表で５０％
二階建て以上の家への土砂を伴う
床上２０ｃｍの浸水 左の表で４０％

５０％＋４０％＝９０％ ←これが本件の被害割
合

（結果） 家財の損害額にこの９０％をかけて損害額をだす
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損害額に乗じる「被害割合」も簡単に決めてくれている



税理士浅原慎一郎先生（静岡市）が台風１５号
支援のために作成された記入サンプル
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上記浅原税理士のYoutube
チャンネルで具体的な申告書の
書き方が解説されています
（家財については17分４１秒～）
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